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主な用語の定義 

 

「単位労働組合」 

規約上当該組織の構成員が労働者の個人加入の形式を取るもので、支部、分会等下部組織を有

しない「単位組織組合」及び支部、分会等下部組織を有する労働組合（単一組織組合）の最下部

組織である「単位扱組合」をいう。 

 

「本部組合」 

「単一組織組合」の各組織段階のうち、最上部組織をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「使用者の利益代表者に該当しない管理職、専門職」     

労働組合法第２条ただし書第１号に規定する監督的地位にある労働者等いわゆる使用者の利益

代表者に該当する者以外の管理職や専門職をいう。     

           

「パートタイム労働者」         

パートタイム労働者とは短時間勤務の正規労働者以外で、以下のいずれかに該当する者をいう。 

① 労働組合の組合員の所属する事業所において、1 日の所定労働時間が、その事業所の一般

労働者より短い者         

② 1日の所定労働時間が同じであっても 1週間の所定労働日数が一般労働者よりも少ない者 

③ 事業所においてパートタイマー、パート等と呼ばれている労動者  

      

「契約労働者」          

専門的職種に従事することを目的として、雇用期間を定めて雇われている者をいう（<例>証券・

金融等のディーラー、新商品の開発に有期契約で従事する者、プログラマー、デザイナー等)。 

なお、パートタイム労働者や定年退職者等嘱託社員、業務の繁閑に応じ雇用される期間工、補

助的業務に従事する者はこれに含まない。      

           

「嘱託労働者」          

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し雇用する者をいう。  

      

「臨時労働者」          

雇用期間を定めて雇われている者のうち、パートタイム労働者及び契約労働者にあたらない者

をいう。          
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「定年退職者」          

退職前の事業所と雇用関係のない者に限る。したがって定年退職後再雇用された者は含まない。 

 

「出向者」          

出向元及び出向先双方との間に労働契約関係がある「在籍型出向者」と出向先事業主との間に

のみ労働契約関係がある「移籍型出向者」とを含む。  

 

「派遣労働者」 

労働者派遣法(注)第２条でいう派遣元（他社）が雇用し、派遣先（自社）に派遣された者をいう。 

 (注)正式名称は､「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関す

る法律｣。   

 

「外国人労働者」         

出入国管理及び難民認定法に基づき、日本に永住権などが認められている外国人は除く。 

           

「組織化の方向で努力している」 

 組合加入資格の付与を予定もしくは検討している、又は組合加入資格の付与を予定して、労働

者を組合加入させる方向で努力していることをいう。 

 

「正規労働者」          

事業所で正社員・正職員とする者をいう。ただし、雇用期間の定めのない者のうち、他企業へ

の出向者などを除く。なお、雇用期間の定めがあっても、他の扱いが正規労働者と何ら変わらな

い者（勤務延長者等）を含む。  

         

「執行委員」          

組合員の選挙等により労働組合の運営にあたっている者で、この名称でなくとも同様の任にあ

たっている者は、これに該当する。ただし、監査機関の構成員は含まない。 

      

「専従の書記」          

労働組合に雇われて、労働組合の事務的作業に従事する者をいう。   

   

「組織率」          

労働組合員数(本部の場合は全組合員数）を、事業所（企業）の全労働者数で除した割合をいう。

    

利用上の注意 

１ 統計表等に用いている符号は次のとおりである。  

「0.0」は、表章単位数値未満のものを示す。 

「 - 」は、該当数値がないものを示す。 

２ 統計表の数値は、表章単位未満を四捨五入しており、項目の和が計の数値に合わないことが

ある。 


